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はじめに

本マニュアルでは、介護休業給付金に関する申請データの作成方法や

電子申請方法についてご案内します。

『台帳』での電子申請では、「介護休業給付金支給申請書」と

「休業開始時賃金月額証明書」の申請は同時におこなう必要があります。

単独での電子申請はできかねますので、あらかじめご了承ください。

支給申請書や賃金月額証明書は様式印刷も可能なため、用紙による

申請にも対応しています。



1.　事前準備　
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介護休業等給付金の申請をする際、提出書類によって下記の添付書類が必須です。

事前に事業所や従業員から必要な書類の回収や、必要帳票の準備をしてください。

※電子申請をする場合は、PDF形式のデータにてご準備ください。

　電子申請時に添付するファイルの注意点等はこちらをご参照ください。

💡　ポイント

　　「記載内容に関する確認書・申請書等に関する同意書」を作成・保存をする

　　ことで介護休業給付金申請における被保険者の署名・押印を省略することが

　　可能です。『台帳』での作成方法は「提出代行同意書の作成方法(6ページ)」

　　をご参照ください。

目次へ戻る↑

1.1.　添付書類の準備

● 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の提出について

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載内容が確認できる書類

【例】賃金台帳・出勤簿等

● 「介護休業給付金支給申請書」の提出について

①　被保険者が事業主に提出した介護休業申出書

　　※『台帳』で様式の作成が可能です(「介護休業申出書の作成(26ページ)」参照)。

②　介護対象家族の氏名、被保険者本人との続柄(※)、性別、

　　生年月日等が確認できる書類　【例】住民票記載事項証明書等

　　※被保険者と介護対象家族が同一世帯にあり、申請時に被保険者と対象家族の

　　　マイナンバーを届け出た場合は上記書類は省略可能です。

③　介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が

　　確認できる書類　【例】出勤簿・タイムカード等

④　介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が

　　確認できる書類　【例】賃金台帳等

※添付書類の詳細は「介護休業等給付の内容及び支給申請手続について(厚生労働省)」を

　ご参照ください｡

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406151507865
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaigokyuugyou.pdf


1.　事前準備
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「記載内容に関する確認書・申請書等に関する同意書」を作成することができます。

※同意書は保管のみおこない、電子申請時に添付する必要はありません。

※『台帳』Ver10.00.27より、同意書の押印省略様式に対応しました。

1. 「e-Gov」をクリックします。

2. 「提出代行同意書」タブを開きます。
対象者を選択して雇用継続給付/育児休業等給付欄の「介護休業」に
チェックを入れ、「作成」をクリックします。

※「日付を本日にする」にチェックを入れると、日付欄に本日の日付が入ります。

■　提出代行同意書の作成方法

※

目次へ戻る↑



1.　事前準備　
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介護休業給付金は電子申請による申請が可能です。

電子申請にて申請をする場合、「電子申請をするための設定」が必要です。

設定のポイントは大きく以下の6点です。

電子申請をおこなう前に、設定に問題がないか必ずご確認ください。

1. 社会保険労務士の電子証明書はインストールされているか

2. e-Govアカウントと台帳を連動しトークン(※)が取得されているか

(※)電子申請API接続時の本人確認において、認証認可された期限付きパスワード

3. 台帳起動画面の「事務所情報他」から連絡先に関する情報が登録されているか

4. 事業所台帳の会社情報フォーム「基本データ」「電子申請」タブは正しく

入力されているか

5. 事業所台帳の会社情報フォーム「電子申請」タブにPDF形式の提出代行証明書が

登録されているか

6. 事業所台帳の会社情報フォーム「電子申請」タブの住所欄は、都道府県名から

登録されているか

※その他、電子申請をするのために必要な設定についてはこちらをご確認ください。

💡　ポイント

　　電子申請では、利用できる文字に制限があります。

　　会社情報や個人情報等で利用している文字に利用できない文字が含まれる

　　場合、常用漢字など、利用できる文字に置き換えて登録をお願いします。

　　なお、使用できない文字(一例)は下記表の通りです。

　　※使用できない文字の詳細な一覧は
　　　e-Govホームページ「入力可能な文字について」をご確認ください。

目次へ戻る↑

ローマ数字 Ⅰ 　Ⅱ　Ⅲ　Ⅳ　Ⅴ　Ⅵ　Ⅶ　Ⅷ　Ⅸ　Ⅹ　など

環境依存文字 髙　﨑　栁　など

記号 ①　～　％　＃　｛｝　￥　など

半角カタカナ ｱｲｳｴｵ …

1.2.　電子申請をする前に

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406151344153
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/notes/letters.html


2.　作成画面の起動方法　
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1. 「全ての処理ファイル」をクリックします。

目次へ戻る↑

2. グループ「労災・雇用・労働保険」＞「介護休業給付」を選択し「開く」を
クリック、または「介護休業給付」をダブルクリックします。

3. 申請書作成画面が開きます。データの作成方法は
「3. 届出データの作成(10ページ～)」をご参照ください。

※予備の所在地への変更設定、賃金月額証明書の事業主欄を事務組合とする場合の
　設定、介護休業給付金の支給額の計算については次ページをご参照ください。

※



2.　作成画面の起動方法　

9 目次へ戻る↑

■　事業所・事務組合の設定

■　支給額の計算

各帳票の事業所の所在地を予備の所在地とする場合、
賃金月額証明書の事業主欄を事務組合とする場合は設定欄の「事業所・事務組合」を
クリックし、設定をおこないたい内容にチェックを入れます。

※予備の事業所所在地の設定箇所はこちら。
※事務組合による電子申請をする場合の必要な設定はこちら。

介護休業給付金の支給額を計算することができます。
休業開始時賃金月額(A)と介護休業期間中に支払われた賃金月額を入力し、「計算」を
クリックします。

※支給額の計算根拠は、「介護休業等給付の内容及び支給申請手続について(厚生労働省)」内
　の「(4)支給額(3～4ページ)」をご参照ください。

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406159093529
https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406151364505
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaigokyuugyou.pdf


3.　届出データの作成　
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3.1．介護休業給付金支給申請書の作成

2. リストから対象者を選択すると、入力フォームにデータが反映されます。
マイナンバーを含めて申請する場合は「認証・取得」をクリックして
読み込み、その他必要事項を入力します。

※入力項目の詳細は支給申請の入力に関する注意事項(11ページ)をご参照ください。

1. 「データ入力」をクリックします。

💡　ポイント

　　「本人署名を省略する」は、被保険者を選択すると自動でチェックが

　　入ります。チェックが入ると、支給申請書の申請者氏名(被保険者氏名)欄に

　　“申請について同意済み”と記載されます。

目次へ戻る↑

💡



3.　届出データの作成

11 目次へ戻る↑

①

②

④

⑤

項目名 説明

①
被保険者番号を
「9999-999999-9」とする

チェックを入れると、被保険者番号を「9999-999999-9」として申請します。
「被保険者情報に誤りがあります。」と電子申請エラーとなった場合は、
こちらにチェックを入れて再申請をお試しください。エラーの詳細はこちら。

② 介護対象家族について
個人情報の扶養家族タブに登録されている場合、「扶養者」のプルダウンから
対象家族を選択すると情報が反映されます。直接入力も可能です。

③ 支給対象 支給対象期間、全日休業日数、支払われた賃金額を入力します。

④ 介護休業終了日/終了事由 介護休業期間が3ヶ月未満の場合は終了日を入力し、事由を選択します。

⑤
4欄 被保険者氏名・
フリガナに反映する

氏名変更があった場合にチェックを入れます。
個人情報はあらかじめ新氏名に変更しておきます。

⑥ 備考欄
賃金締切日・支払日は会社情報の労働時間タブの内容が反映されます。
通勤手当がある場合はプルダウンから該当の条件を選択します。

⑦ 払渡金融機関/事業所情報 詳細は次ページをご参照ください。

③

⑦

⑥

■　支給申請の入力に関する注意事項

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/19561181263001


3.　届出データの作成

12 目次へ戻る↑

■　払渡金融機関の設定

■　事業所情報について

介護休業給付金の払渡しを希望する金融機関の情報を入力します。

※電子申請の場合、金融機関名称は38文字以内、フリガナは20文字以内で登録します。
　文字数が収まらない場合は、添付ファイルにて正式名称を補足します。詳しくはこちら。
※ゆうちょ銀行の入力方法はこちら。

会社情報＞基本データの情報が反映されています。修正する場合は直接入力します。
予備の住所に変更したい場合は、事業所設定から切り替えることが可能です
(「事業所・事務組合の設定(9ページ)」参照)。

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4414153368857
https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406151310745


💡　ポイント

　　保存したデータを読み込む場合は「読込」をクリックし、読み込むデータを

　　選択して「読込」をクリックするとフォーム上に反映することができます。

　　※個人番号は再度「認証・取得」をクリックして登録する必要があります。

　　保存したデータを削除する場合は、削除したいデータを選択して「削除」を

　　クリックします。

3.　届出データの作成

13 目次へ戻る↑

3. 作成した支給申請書のデータを保存する場合は「保存」をクリックします。
ファイル名を確認し、「保存」をクリックします。

※既定のファイル名は「作成日＋ﾌﾘｶﾞﾅ」ですが、任意のファイル名に変更可能です。



3.　届出データの作成

14 目次へ戻る↑

4. 「登録」をクリックして申請書にデータを反映させます。

※4欄「被保険者氏名」と「フリガナ」については、氏名変更の申請をあわせて
　おこなわない場合は空欄で問題ありません。氏名変更の申請をおこなう場合は
　入力フォームにて「4欄 被保険者氏名・フリガナに反映する」にチェックを
　入れます(「支給申請の入力に関する注意事項(11ページ)」参照)。

※

5. 支給申請書を印刷する場合は「支給申請書の印刷(15ページ)」へ
続いて賃金月額証明書の作成をおこなう場合は
「3.2．休業開始時賃金月額証明書の作成(16ページ)」へ進みます。



3.　届出データの作成
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■　支給申請書の印刷

1. 「印刷」をクリックします。

2. ハローワーク名や事業所名を印刷しない場合はチェックを外し、
「社会保険労務士記載欄」を空欄にする場合は「社労士欄を空欄にする」を
クリックします。

作成した支給申請書を枠ごと印刷することができます。

3. 「OK」をクリックすると、PDF形式で支給申請書が出力されます。
用紙に印刷する場合は、プリンタアイコンをクリックして印刷します。

※プリンタの設定はご利用のPDF閲覧サイトのサポートサイト等でご確認ください。
※印刷位置がずれる場合は、余白を設定してください。

※

※



3.　届出データの作成
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3.2．休業開始時賃金月額証明書の作成

2. 「データ入力」をクリックします。

賃金月額証明書の作成をするには、事前に支給申請書の作成・登録が必須です。
「3.1．介護休業給付金支給申請書の作成(10～15ページ)」からデータ作成を
おこなってください。

3. 「介護休業給付金支給申請書」をクリックし、
「3.　届出データの作成」の手順4(14ページ) で登録した支給申請書の
内容を読み込みます。メッセージは「OK」で進みます。

目次へ戻る↑

1. 「休業開始時賃金月額証明書」をクリックします。



3.　届出データの作成

17 目次へ戻る↑

4. 「介護休業給付金支給申請書」からデータが読み込まれます。
「適用」をクリックし、賃金支払対象期間等を証明書に反映させます。

5. 「登録」をクリックすると、フォームの内容が証明書に反映されます。



3.　届出データの作成

18 目次へ戻る↑

6. 「賃金適用」をクリックし、「給与データ」に登録されている賃金を参照
して登録します。

※「給与データ」の登録がない場合は、賃金額をシートに直接入力します。
※賃金支払対象期間の最終行を【未計算】とする場合は、
　「未計算」をクリックすると備考欄に「未計算」と表示されます。

7. 賃金額欄の最初の行に反映をさせる月にチェックを入れ、
A欄・B欄を選択して「実行」をクリックするとシートに反映されます。

💡　ポイント

　　電子申請をおこなう場合のみ、続紙を作成することができます。

　　月額証明書画面を下にスクロールし、内容は直接シート上で入力します。

　　※続紙は2枚以上作成することはできません。

※



3.　届出データの作成
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💡　ポイント

　　保存したデータを読み込む場合は「読込」をクリックし、読み込むデータを

　　選択して「読込」をクリックするとシート上に反映することができます。

　　保存したデータを削除する場合は、削除したいデータを選択して「削除」を

　　クリックします。

8. 作成した賃金月額証明書のデータを保存する場合は「保存」をクリックします。
ファイル名を確認し、「保存」をクリックします。

※既定のファイル名は「作成日＋ﾌﾘｶﾞﾅ」ですが、任意のファイル名に変更可能です。

9. 賃金月額証明書を印刷する場合は「賃金月額証明書の印刷(20～21ページ)」へ、
電子申請をする場合は「4.　電子申請データの作成・送信(22～24ページ)」へ
進みます。



3.　届出データの作成

20 目次へ戻る↑

■　賃金月額証明書の印刷(シート印刷)

1. 「印刷」をクリックします。

2. 「プリンタの準備はいいですか?」のメッセージは「OK」で進むと、
Excelに設定しているプリンタより出力します。

※プリンタの設定はMicrosoftのサポートサイト等でご確認ください。

作成した賃金月額証明書を枠ごと印刷することができます。

※用紙申請には使用できません。内容の確認等にご利用ください。

【出力イメージ】



3.　届出データの作成

21 目次へ戻る↑

■　賃金月額証明書の印刷(役所用紙への印刷)

1. 「印刷データ」をクリックします。

2. 役所用紙にあわせて印字設定をおこない、「設定保存」をクリックします。

※印字設定の詳細はこちら。

作成した賃金月額証明書を複写式の役所用紙へ印刷することができます。

※印刷にはドットプリンタが必要です。詳しくはこちら。

※こちらの印刷画面は、育児休業給付の処理ファイルでも同じ画面を使用します。

　『台帳』を共有利用している場合、他のパソコンにて育児休業給付の賃金月額証明書より

　役所用紙画面を開くと、後から開いたパソコンでは「読み取り専用」となり、設定保存が

　できませんのでご注意ください。

3. 「印刷」をクリックし、「プリンタの準備はいいですか?」のメッセージは
「OK」で進むと、Excelに設定しているプリンタより出力します。

※プリンタの設定はMicrosoftのサポートサイト等でご確認ください。

💡　ポイント

　　社労士代行印をシートに貼り付ける場合は、「アドイン」＞「セルズMENU」

　　＞「社労士代行(定型)印の作成」をクリックし、所定の位置へドラッグ＆

　　ドロップして移動します。詳細はこちら。

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406158829977
https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406151200281
https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406158658713


4.　電子申請データの作成・送信
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1. 「e-Gov」をクリックします。

2. 「提出先」「申請者」「提出代行」の内容が合っているか確認します。
内容が違う場合はこちらを参考に「会社情報」＞「電子申請」タブの内容を
修正します。

💡　ポイント

　　雇用保険法施行規則の改正(2018.10.1施行)により、介護休業給付の申請

　　では、「記載内容に関する確認書／申請等に関する同意書」は保管のみで

　　申請時の添付は不要となりました。

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406151343385#h_01G744KHRJWB5H65BBC14Y8S8W


4.　電子申請データの作成・送信
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4. 「電子申請データ作成」をクリックし「電子申請データを作成しますか？」は
「OK」をクリックします。

5. Cellsドライブの従業員利用認証フォームが開いたら、ID/パスワードを
それぞれ入力し「ログイン」をクリックします。

※Cellsドライブの従業員利用認証設定はこちら。

3. 添付ファイルがある場合は「添付ファイル」をクリックし、
任意のファイルを添付します。

※「One Shot PDF」機能もご利用いただけます。機能詳細はこちら。

https://www.cells.co.jp/daityo-s/wp-content/uploads/manual/quick1.pdf#page=11
https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4414153368857


4.　電子申請データの作成・送信
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7. Excelリボンメニューの「電子申請データ一覧」を開き、「送信」を
クリックします。

※「トークンの有効期限が切れています。」のメッセージが表示された場合は、
　こちらを参考にトークンを取得してください。

8. 「未送信トレイ」より作成した電子申請データを選択し「申請する」を
クリックします。

9. 電子申請送信後のデータ管理方法については
「電子申請送信後のデータ管理操作マニュアル」をご参照ください。

6. 「送信トレイに保存されました。作成したデータを電子申請しますか？」の
メッセージは「OK」をクリックします。

※別の電子申請データを作成しまとめて送信をおこなう場合は、「キャンセル」を
　クリックします。

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/9725440199065
https://www.cells.co.jp/daityo-s/wp-content/uploads/manual/sinnseisitaato-nodtetakannri.pdf


5.　介護休業労働条件通知書・介護休業申出書について
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「介護休業労働条件通知書」と「介護休業申出書」を作成することができます。
従業員への通知や申請時の添付書類としてご利用ください。

■　介護休業労働条件通知書の作成

1. 「労働条件通知書」をクリックします。

2. シート上で直接内容を入力して作成し、「印刷」をクリックして出力します。

3. 作成した通知書を保存する場合は、「作成」をクリックして保存します。
保存したデータを読み込む場合は「読込」をクリックして保存データを
選択し、「読込」をクリックすると別のExcelファイルで開きます。

※既定のファイル名は「氏名＋作成日」ですが、任意のファイル名に変更可能です。
※読み込みした保存データは編集可能ですが、上書き保存や画面の終了はExcelの
　機能をご利用ください。
※Ver11.00.19以前の保存データは画面右側の「読込」から読み込みます。

※



5.　介護休業労働条件通知書・介護休業申出書について
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■　介護休業申出書の作成

1. 「申出書」をクリックします。

2. シート上で直接内容を入力して作成し、「印刷」をクリックして出力します。

※

3. 作成した申出書を保存する場合は、「作成」をクリックして保存します。
保存したデータを読み込む場合は「読込」をクリックして保存データを
選択し、「読込」をクリックすると別のExcelファイルで開きます。

※既定のファイル名は「氏名＋作成日」ですが、任意のファイル名に変更可能です。
※読み込みした保存データは編集可能ですが、上書き保存や画面の終了は
　Excelの機能をご利用ください。
※Ver11.00.19以前の保存データは画面右側の「読込」から読み込みます。



発行元　株式会社セルズ

本マニュアルに記載された内容は予告なく変更されることがあります。

本マニュアルに掲載した画面表示、説明図などは、実際のものとは一部異なる場合があり

ますのでご了承ください。
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